
町
防
災
の
考
え
方

『
地
域
防
災
計
画
』

　
地
域
防
災
計
画
と
は「
災
害

対
策
基
本
法
」第
42
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
や
県
に
よ
る
防

災
計
画
と
整
合
を
図
り
つ
つ
、

各
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性

を
考
慮
し
な
が
ら
、
地
震
や
台

風
、
大
雨
な
ど
の
災
害
か
ら
住

民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
守

る
た
め
作
成
す
る
も
の
で
す
。

（
図
1
）

地
域
防
災
計
画

　
小
野
町
地
域
防
災
計
画
は
、
町

や
防
災
関
係
機
関
、
そ
し
て
町

民
・
地
域
の
事
業
所
が
連
携
し
、

平
常
時
か
ら
災
害
に
対
す
る
備
え

と
災
害
発
生
時
に
お
け
る
適
切
な

対
応
を
定
め
て
い
ま
す
。
ま
た
東

日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
た

地
震
対
策
の
強
化
や
原
子
力
災
害

対
策
、
昨
今
の
ゲ
リ
ラ
豪
雨
の
よ

う
な
集
中
豪
雨
や
そ
れ
に
起
因
す

る
土
砂
災
害
対
策
も
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

防災を考える。
　～vol. 2 ～

東
日
本
大
震
災
か
ら
3
年
を
経
過
し
た
今
、

あ
ら
た
め
て
防
災
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

中央防災会議

都道府県防災会議

市町村防災会議
小野町防災会議は、町長を会長とし
て、国や県の行政機関職員、防災関
係機関職員から構成されています。

防災基本計画
防災に関する総合的かつ長期的な計画

都道府県地域防災計画
防災基本計画に基づき作成

市町村地域防災計画
防災基本計画に基づき作成

災害対策基本法

　
こ
の
地
域
防
災
計
画
を
基

に
、
日
頃
か
ら
の
備
え
や
災
害

が
発
生
し
た
際
の
対
応
な
ど
決

め
ら
れ
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
に
は「
自
分

の
命
は
自
ら
が
守
る
」と
い
う

防
災
の
原
点
に
立
っ
て
、
防
災

訓
練
へ
の
積
極
的
な
参
加
、
避

難
所
お
よ
び
避
難
路
の
確
認
、

生
活
必
需
品
な
ど
の
備
蓄
や
管

理
、
救
助
活
動
な
ど
に
協
力
す

る
と
と
も
に
、
被
害
を
軽
減
す

る
た
め
、
日
頃
か
ら
の
備
え
や

自
ら
が
事
前
対
策
と
被
害
の
拡

大
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

平
成
26
年
度

小
野
町
総
合
防
災
訓
練

◆
日
時

　
９
月
７
日
㊐

　
午
前
８
時
開
始
予
定

◆
場
所

　
小
野
第
二
工
業
団
地（
大
字

　
塩
庭
字
向
永
志
田
地
内
）
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